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令和８年度南国市移住促進デジタルプロモーション事業委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  本市における若者世代の移住・定住を図るための各種事業に係るプロモーションをより一層

充実させるため、令和７年度に初めて南国市移住促進デジタルマーケティング活用事業を実施

し、一定の成果を得た。このため、令和７年度の成果を踏まえて、令和８年度においても引き

続き同様の事業を実施するものである。 

本事業の実施には専門的な知識・技術を必要とすることから、専門事業者に委託する必要が

あり、選定については、より効果的に本事業を実施するため、優れた企画内容を提示した事業

者と契約を締結する公募型プロポーザル方式により行う。 

本要領は、本事業に係る公募型プロポーザルの実施に当たって必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２ 事業の概要 

 (1) 事業名 

   令和８年度南国市移住促進デジタルプロモーション事業委託 

 (2) これまでの経緯（事業の目的） 

   南国市は、高知県の中央部に位置し、空の玄関・高知龍馬空港、陸の玄関・高知自動車道

南国ＩＣ及びＪＲ土讃線後免駅を有する等、県外からのアクセス機能が良い立地にあること

から、「ゆとりある準都会生活始めてみませんか」をキャッチフレーズとして、移住促進施策

に取り組んでおり、令和６年度には、127 組 227 人の移住者、99 件の移住相談件数の実績が

上がった。 

   令和７年度からは、高知県が行う人口減少対策と歩調を合わせて、特に若年層（34歳以下）

の移住者の呼び込み及び本市への定着を強化することとし、同年度においては、「南国市ＵＩ

Ｊターン移住支援補助金」及び「南国市新規卒業学生新生活応援補助金」の制度の新設に加

えて、市の移住施策としては初めてデジタルマーケティング事業に取り組んだ。同事業にお

いては、ランディングページの作成及び当該ランディングページに誘導するウェブ広告の配

信による市の周知に力を入れ、結果、本市の認知者を増加させることに成功した。 

しかしながら、ウェブ広告配信期間（令和７年 12 月～翌２月）における県外在住の 34 歳

以下の移住相談件数は 18 件と、過去の同期間の実績（R6:9 件、R5:8 件）と比較して多い数

値ではあるが、移住フェア等イベントでの相談件数を除外した数値（電話、対面又はメール

による相談件数）は、4件（R6:1件、R5:2件）であり、同事業により明確に増加したとは言

い難いところである。 

   このため、本年度も引き続き、若年層（34歳以下）の移住者の呼び込み及び本市への定着

を図ることを目的として、令和７年度の結果（実施要領別紙「令和７年度南国市移住促進デ

ジタルマーケティング活用事業について」を参照のこと。）を踏まえた上で、本事業を実施す

るものである。 

 (3) 事業内容 

   別紙「南国市移住促進デジタルプロモーション事業委託仕様書」のとおり 

 (4) 委託期間 

   委託契約締結日から令和９年３月１９日（金）まで 
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３ 見積限度額 

   ４，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 

４ 参加資格 

  プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

(2) 高知県及び南国市から指名停止等の措置を現に受けていない者であること。 

(3) 本店及び高知県内に所在する営業所等が国税、都道府県民税、市区町村税を滞納していな

い者であること。 

(4) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開

始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開

始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４条）第１７条の規定に基づく更生手続

開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続

開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、

民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可

の決定を受けた者で、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた日以降に、本市の入札

参加資格の再認定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがな

されなかったものとみなす。 

(5) 南国市事業等に係る契約からの暴力団の排除に関する規則（平成２５年規則第２号）第３

条第１項各号に該当しない者であること。 

(6) 過去３年度以内（令和５年度以降）に別紙「南国市移住促進デジタルプロモーション事業

委託仕様書」に掲げる業務と同種又は類似の業務の実績があること。なお、本事業における

「同種又は類似の業務」とは、同仕様書の２の業務１においては「公的機関のプロモーショ

ン動画の作成業務」、業務２においては「公的機関に係る動画を使った情報発信業務」とし、

いずれも移住関連の業務に限らない。 

 

５ プロポーザルに関する質問及び回答 

  プロポーザルに関する質問等の取扱いは、次のとおりとする。 

 (1) 提出様式 質問様式第１号 

 (2) 提出期限 令和８年７月３日（金）１５時まで（必着） 

 (3) 提出先  「１５ 問い合わせ先」と同じ 

 (4) 提出方法 以下に注意の上、電子メールにて提出すること。なお、要望、意見等及び電話

等での問い合わせは、一切受け付けない。         

        ア メールの件名を「公募型プロポーザル（移住関係）に関する質問書」とす

ること。 

        イ 質問内容を記入した質問様式を添付した上でメール送信すること。 

        ウ メール送信後、「１５ 問い合わせ先」の担当者に送信した旨を必ず電話に

て連絡し、市へのメール到着を確認すること。 

        エ 上記アからウまでを上記提出期限に記載する時間までに完了させること。 

          ※市への電話の着信が１５時までにあること。ただし、１５時までに着信
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があった場合でも、市においてメール到着を確認できないときは、１５

時より後の再送信は原則として認めない。 

        オ 送信先は、以下のメールアドレスとすること。 

送信先：n-community@city.nankoku.lg.jp 

 (5) 回答方法 提出された質問に対する回答は、令和８年７月７日（火）までに、南国市ホー

ムページにて公開する。 

 

６ 参加申込み 

  プロポーザルに関する参加申込みは、次のとおりとする。 

 (1) 提出書類及び提出部数 次の表のとおりとする。   

提出書類の名称 様式又は発行場所 
提出

部数 

① 参加申込書 参加様式第１号（Ａ４サイズ） 

各 

１部 

② 事業者概要・業務経歴書 参加様式第２号（Ａ４サイズ） 

③ 登記事項証明書（写し可） 地方法務局 

④ 国税に係る納税証明書（写し可） 税務署 

⑤ 都道府県税に係る「全税目について滞納（未

納）のない証明書」（写し可） 
都道府県 

⑥ 市町村税に係る「全税目について滞納（未

納）のない証明書」（写し可） 
市町村 

⑦ 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書 参加様式第３号（Ａ４サイズ） 

注意事項 

・③から⑥までの書類は、参加申込書提出日から遡って３箇月以内に発行されたものに限

る。 

・④については、未納税額のない証明書（その３の３）を提出すること。 

・⑤及び⑥については、本店所在地（参加申込者が支店等の場合は、本店及び当該支店等

の所在地）の自治体が発行する当該書類を提出すること。なお、東京都が所在地の場合

は、当該書類を発行していないことから、以下の書類を提出すること。 

☑直近事業年度の「法人事業税・特別税」と「法人都民税」の未納がないことが確認で

きる納税証明書 

・「写し可」のものについては、コピー機等により複写したものであって、ほぼ原寸大の鮮

明なものに限る。 

 (2) 提出期限 令和８年７月１０日（金）１７時まで（必着） 

 (3) 提出先  「１５ 問い合わせ先」と同じ 

 (4) 提出方法 次のいずれかによること。 

ア 南国市役所４階企画課コミュニティ推進係まで持参 

イ 郵送（書留、レターパック等、配達記録が残る方法に限る。上記提出期限

までに必着のこと。） 
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７ 参加要件確認及び参加資格確認結果通知書の送付 

  上記６に定めるところにより参加申込書及び関係書類を提出した者について、上記４に定め

る参加資格の審査を行い、次のとおり参加資格確認結果通知書を送付する。 

 (1) 通知日  令和８年７月１４日（火）までに 

 (2) 通知方法 参加資格確認結果通知書を郵送するとともに、その旨を電子メールにて通知す

る。 

なお、参加資格を有すると認められなかった者は、当該通知書を受けた日の翌日から起算し

て７日以内に、任意の様式による書面により、参加資格を有すると認められないことについて

の説明を求めることができる。 

 

８ 企画提案書の作成及び提出 

  参加資格を有すると認められた者は、別紙「南国市移住促進デジタルプロモーション事業委

託仕様書」の内容を踏まえ、企画提案書を次に定めるところにより作成し、提出すること。な

お、不備がある場合は、失格となるので注意すること。 

 (1) 提出書類及び提出部数 次の表のとおりとする。  

提出書類 様式 提出部数 

① 企画提案書届出書 提案様式第１号（Ａ４サイズ） 原本１部 

② 企画提案書（スケジュ

ール案含む。） 

任意様式  

※下記(2)参照のこと。 
②～④の順に編纂し

たものを１部として、

原本１部、副本６部 

③ 実施体制表 提案様式第２号（Ａ４サイズ） 

④ 見積書 
任意様式（Ａ４サイズ） 

※下記(3)参照のこと。 

注意事項 

・提出した企画提案書及び関係書類の法人情報の非公開を希望する場合は、上記に加えて、

情報非公開希望申立書（提案様式第３号）を提出すること。（下記１３参照のこと。） 

 (2) 提出書類②の企画提案書の作成要領 

ア スケジュール案を含めて、片面１５ページ以内で作成すること。なお、表紙を作成する

場合は、表紙を含めて１５ページ以内とすること。（表紙の作成は必須ではない。） 

イ Ａ４又はＡ３サイズとし、Ａ３サイズを使用する場合は、Ａ４サイズ２ページとして換

算するとともに、Ａ４サイズの大きさに折って編纂すること。 

  ウ 見やすく、わかりやすく、かつ、具体的なものとなるよう留意すること。 

  エ 契約後に履行できない誇張した記述、様々な意味に解釈されるような紛らわしい記述は

しないこと。 

オ 事業の目的を達成するため、上記３に記載する見積限度額の範囲内で可能な限りの提案

をすること。 

  カ 提案においては、特に、別紙「南国市移住促進デジタルプロモーション事業委託仕様書」

の「２ 業務ごとの目的、内容等」の記載及び「南国市移住促進デジタルプロモーショ

ン事業委託公募型プロポーザル審査要領」の「５ 評価基準」に留意し、行うこと。 

キ 提案に当たっては、理由や根拠となるデータを示すこと。 

 (3) 提出書類④の見積書の作成要領 
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ア 「一式」とせず、業務ごと、個々の経費ごとに、できる限り詳細に記載すること。 

イ 上記３に記載する見積限度額の範囲内とすること。 

 (4) 提出期限 令和８年７月２２日（水）１７時まで 

   ※この期限までに提出がない者は、辞退したものとみなす。 

 (5) 提出先  「１５ 問い合わせ先」と同じ 

 (6) 提出方法 次のいずれかによること。 

ア 南国市役所４階企画課コミュニティ推進係まで持参 

イ 郵送（書留、レターパック等、配達記録が残る方法に限る。上記提出期限

までに必着のこと。） 

 (7) 留意事項 

  ア 企画提案は、一者につき、１提案に限る。 

  イ 提出書類は、全てまとめて一度に提出すること（分割して提出することは認めない。）。 

ウ 提出後の書類の追加及び修正は認めない。 

  エ 提出書類が次の事項に該当するときは、失格とする。 

   (ｱ) 虚偽の内容が記載されていることが認められるとき。 

     (ｲ) 企画提案書の内容や提出方法等が本要領の規定に適合しないことが認められるとき。 

 

９ 審査 

 (1) 審査委員会の設置 

   プロポーザルに係る審査を公正に行い、委託事業者の候補者及び次点者を選定するために

「南国市移住促進デジタルプロモーション事業委託事業者選定審査委員会」（以下「審査委員

会」という。）を設置する。 

 (2) 審査方法 

   別途定める「南国市移住促進デジタルプロモーション事業委託公募型プロポーザル審査要

領」に基づき、一次審査として書類審査（参加者が６者以上の場合のみ）を、二次審査とし

てプレゼンテーション審査を実施する。なお、一次審査の実施の有無は、上記７に記載する

参加資格確認結果通知書にてお知らせするものとし、仮に当該お知らせ後参加を辞退する者

等が現れ、参加者が５者以下となった場合は、速やかにお知らせする。 

 

１０ 審査結果 

審査結果は、全ての参加者に通知書を郵送するとともに、その旨を電子メールにて通知する。 

 

１１ 契約の締結 

 上記９により委託事業者の候補者に選定された者と企画提案書等の内容をもとにして事業実

施についての協議を行い、協議が調ったときに、南国市及び委託事業者の候補者に選定された

者との間で契約を締結する。この場合において、協議が調わないときは、上記９により次点者

に選定されたものと当該協議を行うこととする。 

 

１２ 日程 

  令和８年６月２６日（金）     公募開始 

  令和８年７月 ３日（金）１５時  質問の提出期限 

  令和８年７月 ７日（火）までに  質問への回答 
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  令和８年７月１０日（金）１７時  参加申込書及び関係書類の提出期限 

  令和８年７月１４日（火）までに  参加資格確認結果通知書の通知 

※一次審査の有無をその内容に含む。 

  令和８年７月２２日（水）１７時  企画提案書及び関係書類の提出期限 

  令和８年７月２９日（水）予定   審査委員会（一次審査）開催 

※参加者が６者以上の場合のみ 

  令和８年７月３０日（木）予定   一次審査結果の通知 

                   ※参加者が６者以上の場合のみ 

  令和８年８月 ６日（木）予定   審査委員会（二次審査）開催 

                   ※プレゼンテーション実施日 

  令和８年８月 ７日（金）以後   二次審査結果の通知 

 

１３ 提出書類の取扱い 

 (1) 提出された書類は、返却しない。 

 (2) 提出された書類は、必要に応じて複写する。（南国市及び審査委員会での使用に限る。） 

 (3) 提出された企画提案書及び関係書類は、南国市行政情報公開条例（平成１３年南国市条例

第３９号）に基づく公開請求があった場合は、公開の対象になる。ただし、事業を営む上で、

競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報（以下この号にお

いて「法人情報」という。）は、同条例第６条第３号の規定により非公開情報となるため、提

出した企画提案書及び関係書類の法人情報の非公開を希望する場合は、情報非公開希望申立

書（提案様式第３号）を提出すること。 

   なお、公開又は非公開の判断は、提出された情報公開希望申立書に基づき行うものでなく、

同申立書の内容を参考として、同条例に基づき、南国市が判断する。 

 (4) 契約者以外の企画提案の内容については、提案者の承諾なしには、利用しない。  

 

１４ その他 

 (1) 上記６の参加申込書及び関係書類を提出した後に参加を辞退する場合は、辞退理由等を記

載した辞退届（任意様式）を提出すること。 

 (2) 企画提案に要する全ての費用は、参加者の負担とする。 

 (3) 参加者は、次のいずれかに該当した場合は、失格になる場合がある。 

  ア 提出書類に不備があった場合又は指示した事項に違反した場合 

  イ 審査の公平性を害するおそれのある行為があった場合 

  ウ 審査委員会の委員、南国市の職員その他のプロポーザル関係者に対して、プロポーザル

に関わる不正な接触の事実が認められた場合 

  エ 社会通念上、参加者としてふさわしくないと考えられる事態が生じた場合 

 

１５ 問い合わせ先 

 〒７８３－８５０１ 南国市大埇甲２３０１番地 

 南国市企画課コミュニティ推進係（担当）仲野 

 電 話：０８８－８８０－６５５３（直通） 

 ＦＡＸ：０８８－８６３－１１６７（代表） 

 メール：n-community@city.nankoku.lg.jp 


